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７年度 ランク 目安 ６年度 ５年度 引上額 引上率 目安比較 発効日

東京 1,226 1,163 1,113 63 5.42 0 10/3

神奈川 1,225 1,162 1,112 63 5.42 0 10/4

大阪 1,177 1,114 1,064 63 5.66 0 10/16

埼玉 1,141 1,078 1,028 63 5.84 0 11/1

愛知 1,140 1,077 1,027 63 5.85 0 10/18

千葉 1,140 1,076 1,026 64 5.95 1 10/3

京都 1,122 1,058 1,008 64 6.05 1 11/21

兵庫 1,116 1,052 1,001 64 6.08 1 10/4

静岡 1,097 1,034 984 63 6.09 0 11/1

三重 1,087 1,023 973 64 6.26 1 11/21

広島 1,085 1,020 970 65 6.37 2 11/1

滋賀 1,080 1,017 967 63 6.19 0 10/5

北海道 1,075 1,010 960 65 6.44 2 10/4

茨城 1,074 1,005 953 69 6.87 6 10/12

栃木 1,068 1,004 954 64 6.37 1 10/1

岐阜 1,065 1,001 950 64 6.39 1 10/18

群馬 1,063 985 935 78 7.92 15 3/1

富山 1,062 998 948 64 6.41 1 10/12

長野 1,061 998 948 63 6.31 0 10/3

福岡 1,057 992 941 65 6.55 2 11/16

石川 1,054 984 933 70 7.11 7 10/8

福井 1,053 984 931 69 7.01 6 10/8

山梨 1,052 988 938 64 6.48 1 12/1

奈良 1,051 986 936 65 6.59 2 11/16

新潟 1,050 985 931 65 6.60 2 10/2

岡山 1,047 982 932 65 6.62 2 12/1

徳島 1,046 980 896 66 6.73 3 1/1

和歌山 1,045 980 929 65 6.63 2 11/1

山口 1,043 979 928 64 6.54 1 10/16

宮城 1,038 973 923 65 6.68 2 10/4

香川 1,036 970 918 66 6.80 3 10/18

島根 1,033 962 904 71 7.38 8 11/16

愛媛 1,033 956 897 77 8.05 14 12/1

福島 1,033 955 900 78 8.17 15 1/1

大分 1,035 954 899 81 8.49 17 1/1

熊本 1,034 952 898 82 8.61 18 1/1

山形 1,032 955 900 77 8.06 13 12/23

長崎 1,031 953 898 78 8.18 14 12/1

岩手 1,031 952 893 79 8.30 15 12/1

秋田 1,031 951 897 80 8.41 16 3/31

鳥取 1,030 957 900 73 7.63 9 10/4

佐賀 1,030 956 900 74 7.74 10 11/21

青森 1,029 953 898 76 7.97 12 11/21

鹿児島 1,026 953 897 73 7.66 9 11/1

高知 1,023 952 897 71 7.46 7 12/1

宮崎 1,023 952 897 71 7.46 7 11/16

沖縄 1,023 952 896 71 7.46 7 12/1

令和７年度　全国地域別最低賃金決定状況一覧

Ａ 63

B 63

Ｃ 64
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機
械

器
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申

日
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年

度
元

年
度
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年
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３

年
度
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年

度
５

年
度

６
年

度
７

年
度
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4
29
.8
.2
8
30
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4

元
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.2
6

2.
8.
24

3
.
8
.
2
6

4
.
8
.
2
4

5
.
9
.
5

6
.
9
.
5

-

28
.8
.2
4
29
.8
.2
8
30
.8
.2
4

元
.8
.2
6

2.
8.
24

3
.
8
.
2
6

4
.
8
.
2
4

5
.
9
.
5

6
.
9
.
5

-
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.1
0.
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29
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0.
11
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元
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0

2.
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.
1
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.
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0
.
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3
5
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0
.
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6

6
.
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0
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26
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.1
0.
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30
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18
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0.
2
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10
.9

3
.
1
0
.
1
9
4
.
1
0
.
1
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5
.
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.
2
0
6
.
1
0
.
1
6
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6
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24
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1
29
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24
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6
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.
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9
4
.
1
0
.
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.
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0
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0
.
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-
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9
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.
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側
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▲
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側
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比
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機
械

器
具
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造

業
関

係
最

低
賃

金
決

定
状

況
一

覧

時
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改
正

の
諮

問

審
議

会
の
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催
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答
申

日

採
決

状
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部
会
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開

催
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最 　 低 　 賃 　 金 　 額

未
満

率
(％

)

引 上 げ

影
響

率
(％

)
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時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域 時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域

1 大 阪 1,127 57 5.33 101.2 1,114 1,197 70 6.21 101.7 1,177
金属製品、輸送
用機器を含む

2 東 京 － － － － 1,163 － － － － 1,226

3 － － － － 1,162 － － － － 1,225

4 千 葉 － － － － 1,076 － － － － 1,140

5 愛 知 － － － － 1,077 － － － － 1,140

6 香 川 1,092 52 5.00 112.6 970 1,158 66 6.04 111.8 1,036

7 兵 庫 1,087 52 5.02 103.3 1,052 1,150 63 5.80 103.0 1,116

8 徳 島 1,070 50 4.90 109.2 980 1,134 64 5.98 108.4 1,046

9 島 根 1,068 58 5.74 111.0 962 1,134 66 6.18 109.8 1,033

10 静 岡 1,073 45 4.38 103.8 1,034 1,133 60 5.59 103.3 1,097

11 群 馬 1,056 50 4.97 107.2 985 1,120 64 6.06 105.4 1,063

12 滋 賀 1,060 47 4.64 104.2 1,017 1,114 54 5.09 103.1 1,080

13 愛 媛 1,049 52 5.22 109.7 956 1,114 65 6.20 107.8 1,033

14 茨 城 注1 1,055 50 4.98 105.0 1,005 1,105 50 4.74 102.9 1,074

15 長 野 1,043 49 4.93 104.5 998 1,105 62 5.94 104.1 1,061
輸送用機器

を含む

16 岡 山 1,054 49 4.88 107.3 982 1,103 49 4.65 105.3 1,047

17 石 川 1,040 40 4.00 105.7 984 1,090 50 4.81 103.4 1,054
金属製品、電気

機器を含む

18 栃 木 1,055 48 4.77 105.1 1,004 1,070 15 1.42 100.2 1,068

19 京 都 － － － － 1,058 － － － － 1,122

20 三 重 － － － － 1,023 － － － － 1,087

21 広 島 1,070 50 4.90 104.9 1,020 － － － － 1,085

22 富 山 1,035 40 4.02 103.7 998 － － － － 1,062

23 福 井 － － － － 984 － － － － 1,053

24 奈 良 － － － － 986 － － － － 1,051

25 山 形 1,012 51 5.31 106.0 955 1,070 58 5.73 103.7 1,032

27 長 崎 － － － － 953 － － － － 1,031

26 佐 賀 1,010 36 3.70 105.6 956 － － － － 1,030

注1　建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業（毛糸手編
　　機械製造業（同附属品製造業を含む）を除く。）、包装・荷造機械製造業及びロボット製造業　

　　を除く。

備考

Ａ神奈川

Ｂ

Ｃ

  全国特定最低賃金決定状況一覧（一般機械器具）

都道府
県名

ランク
６年度 ７年度
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時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域 時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域

1 大 阪 1,127 59 5.52 101.2 1,114 1,197 70 6.21 101.7 1,177

2 千 葉 1,105 50 4.74 102.7 1,076 1,169 64 5.79 102.5 1,140

3 埼 玉 1,105 50 4.74 96.8 1,141 1,168 63 5.70 102.4 1,141

4 東　　京 - － － － 1,163 - － － － 1,226 精密機器を含む

5 愛 知 - － － － 1,077 - － － － 1,140

6 神奈川 - － － － 1,162 - － － － 1,125

7 福 岡 1,071 52 5.10 108.0 992 1,137 66 6.16 107.6 1,057

8 京 都 1,074 49 4.78 101.5 1,058 1,136 62 5.77 101.2 1,122

9 群 馬 1,056 50 4.97 99.3 1,063 1,120 64 6.06 105.4 1,063

10 兵 庫 1,053 51 5.09 100.1 1,052 1,117 64 6.08 100.1 1,116

11 北海道 1,049 52 5.22 97.6 1,075 1,116 67 6.39 103.8 1,075

12 広 島 1,045 50 5.03 102.5 1,020 1,110 65 6.22 102.3 1,085

13 愛 媛 1,038 51 5.17 108.6 956 1,107 69 6.65 107.2 1,033

14 滋 賀 1,050 47 4.69 103.2 1,017 1,105 55 5.24 102.3 1,080 精密機器を含む

15 栃 木 1,056 48 4.76 98.9 1,068 1,105 49 4.64 103.5 1,068
16 徳 島 1,038 55 5.60 105.9 980 1,105 67 6.45 105.6 1,046
17 山 梨 1,047 50 5.02 106.0 988 1,100 53 5.06 104.6 1,052

18 長 野 1,032 49 4.98 103.4 998 1,095 63 6.10 103.2 1,061 精密機器を含む

19 岡 山 1,025 51 5.24 104.4 982 1,090 65 6.34 104.1 1,047

20 香 川 1,030 48 4.89 106.2 970 1,090 60 5.83 105.2 1,036

21 宮 城 1,012 53 5.53 97.5 1,038 1,077 65 6.42 103.8 1,038

22 石　　川 1,008 45 4.67 102.4 984 1,064 56 5.56 100.9 1,054

23 島 根 987 58 6.24 102.6 962 1,058 71 7.19 102.4 1,033

24 静 岡 1,042 45 4.51 100.8 1,034 - － － － 1,097

25 三 重 1,031 44 4.46 100.8 1,023 - － － － 1,087

26 岐 阜 - － － － 1,001 - － － － 1,065

27 富 山 1,002 51 5.36 100.4 998 - － － － 1,062

28 福 井 - － － － 984 - － － － 1,053

29 奈 良 - － － － 986 - － － － 1,051

30 新 潟 - － － － 985 - － － － 1,050

31 山 口 1,032 46 4.67 105.4 979 - － － － 1,043

32 福 島 - － － － 1,033 - － － － 1,033

33 茨 城 1,052 50 4.99 104.7 1,005 - － － － 1,005 精密機器を含む

34 大 分 996 55 5.84 104.4 954 1,066 70 7.03 103.0 1,035

35 熊 本 996 56 5.96 104.6 952 1,063 67 6.73 102.8 1,034

36 山 形 996 51 5.40 96.5 1,032 1,055 59 5.92 102.2 1,032

37 青 森 968 41 4.42 94.1 1,029 1,045 77 7.95 101.6 1,029

38 岩 手 975 58 6.32 94.6 1,031 1,039 64 6.56 100.8 1,031

39 秋 田 958 28 3.01 92.9 1,031 1,032 74 7.72 100.1 1,031

40 長 崎 - － － － 953 - － － － 1,031

41 佐 賀 996 53 5.62 104.2 956 - － － － 1,030

42 鳥 取 963 57 6.29 100.6 957 - － － － 1,030

43 鹿児島 - － － － 953 - － － － 1,026

44 高 知 - － － － 952 - － － － 1,023

45 宮 崎 - － － － 952 - － － － 1,023

Ｃ

備考

Ａ

Ｂ

全国特定最低賃金決定状況一覧（電気機械器具）

都道府県名 ランク
６年度 ７年度
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時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域 時間額 引上額 引上率 地賃額比 地域

1 三 重 - － － － 1,023 - － － － 1,087
2 滋 賀 1,046 46 4.60 102.9 1,017 1,099 53 5.07 101.8 1,080
3 岡 山 1,026 46 4.69 104.5 982 1,074 48 4.68 102.6 1,047
4 佐 賀 Ｃ 957 56 6.22 100.1 956 - － － － 1,030

Ｂ

全国特定最低賃金決定状況一覧(窯業・土石製品製造業関係)

都道府県名 ランク
６年度 ７年度
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日程（案）

令和８年度(案①） 令和８年度(案②）

【地域別最低賃金審議】 【特定最低賃金審議】 【特定最低賃金審議】 【特定最低賃金審議】

1月
3月

448回本審

449回本審

450回本審

本審

専門部会

451回本審   地賃
  答申後

本審

本審
本審

452回本審 452回本審
本審

本審

453回本審

専門部会
11月 454回本審

専門部会
12月

455回本審

【効力発生】

【金額調査審議】

【答申・公示】

【改正決定】

【官報公示】

佐賀地方
最低賃金審議会

【意向表明】
（3月）

【申出】

・電機
・機械

・陶磁器
・各種商品小売

（7月20日頃まで）

【諮問】
必要性審議①

【必要性審議②】

7月

8月

9月

10月

令和７年度日程

【調査審議】

①8月5日
②8月7日
③8月8日
④8月19日
⑤8月20日
⑥8月26日

【諮問・必要性審議①】
（9月16日）

【必要性審議②】
(10月7日）

【異議審・改正決定】
(9月16日）

【官報公示】
（9月29日）

中央最低
賃金審議会

佐賀地方
最低賃金審議会

【意向表明】
（3月）

【申出】

・電機
・機械

・陶磁器
・各種商品小売

（7月20日頃まで）

【諮問（8月10日頃）】
必要性審議①

【答申・公示】
（8月26日）

佐賀地方
最低賃金審議会

【意向表明】
（1月24日）

【申出】

・電機（6月19日）
・機械（7月8日）

・陶磁器（7月14日）

佐賀地方
最低賃金審議会

【諮問】
（7月14日）

【意見陳述】
（8月1日）

【目安伝達】
（8月5日）

【官報公示】

【効力発生】

【効力発生】
（11月21日）

【必要性審議③】
(10月21日）

【必要性審議④・答申】
(12月15日）

【答申・公示】

【改正決定】

【金額調査審議】

【必要性審議(予備)】
【答申(必要性有無）】
【諮問（改正決定）】

【諮問】
（7月11日）

【調査審議】

目安小委員会

①7月11日
②7月22日
③7月24日
④7月29日
⑤7月31日
⑥8月1日
⑦8月4日

【目安答申】
（8月4日）

【必要性審議②】

【必要性審議(予備)】
【答申(必要性有無）】
【諮問（改正決定）】

①

②
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佐賀地方最低賃金審議会及び佐賀地方最低賃金審議会専門部会運営規程 

の一部改正について(案) 

 

（改正の趣旨） 

国の書面、押印、対面手続きの見直し方針に基づき、佐賀地方最低賃金審議会独

自の取扱いである本審及び専門部会の議事録への署名を省略する旨の改正を行うも

のである。（下線部が改正部分） 

 

（佐賀地方最低賃金審議会運営規程） 

（改正案） （現行） 

第７条 会議の議事については、議事録 

及び議事要旨を作成し、議事録は

会長及び会長が指名した委員２名

が確認するものとする。 

２、３（略） 

第７条 会議の議事については、議事録

及び議事要旨を作成し、議事録に

は、会長及び会長の指名した委員

２名が署名するものとする。 

 ２、３（略） 

〔附 則〕 

 この規程は、平成 13 年７月 12 日から

施行する。 

 この規程は、令和３年７月 21 日から施

行する。 

 この規程は、令和８年３月２３日から施

行する。 

〔附 則〕 

 この規程は、平成13年７月12日より施

行する。 

 この規程は、令和３年 7 月 21 日より施

行する。 

 

（佐賀地方最低賃金審議会専門部会運営規程） 

（改正案） （現行） 

第７条 会議の議事については、議事録 

及び議事要旨を作成し、議事録は 

会長及び会長が指名した委員 2 

名が確認するものとする。 

２、３（略） 

第７条 会議の議事については、議事録

及び議事要旨を作成し、議事録に

は、会長及び会長の指名した委員

２名が署名するものとする。 

 ２、３（略） 

〔附 則〕 

 この規程は、平成 13 年７月 12 日から

施行する。 

 この規程は、令和３年７月 21 日から施

行する。 

 この規程は、令和８年３月２３日から施

行する。 

〔附 則〕 

 この規程は、平成13年７月12日より施

行する。 

 この規程は、令和３年 7 月 21 日より施

行する。 
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佐賀地方最低賃金審議会運営規程(案) 

 

〔規程の目的〕 

第１条 佐賀地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和 34

年法律第 137 号）及び最低賃金審議会令（昭和 34 年政令第 163 号）に定めるもののほか、こ

の規程の定めるところによる。 

 

〔会議の招集〕 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか佐賀労働局長

又は５人以上の委員、若しくは労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を

代表する委員各１人以上を含む３人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集

する。 

２ 前項により佐賀労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項

及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに会長に、通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくと

も３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、佐賀労働局長に通

知するものとする。 

 

〔小委員会〕 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の事案について事実の調査をし、又は細目にわたる

審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

〔委員の欠席〕 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に通知

しなければならない。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ会長に通知

しなければならない。 

 

〔会議の議事〕 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長に許可を受けるものとする。 

  ３ 審議会は、会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができ

る。 

 

〔会議の公開〕 

第６条 会議は、原則として公開とする。 

ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人

若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開

とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

 

〔議事録及び議事要旨〕 

第７条 会議の議事については、議事録及び議事要旨を作成し、議事録には、会長及び会長の指
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名した委員２名が確認署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人

情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害

されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

〔意見及び建議の提出〕 

第８条 会長は、審議会において最低賃金法及び最低賃金審議会令に基づいて議決を行ったとき

は、議決書及び答弁書を佐賀労働局長に提出するものとする。 

 

〔規程の改廃〕 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

 

〔附 則〕   この規程は、平成１３年７月１２日からより施行する。 

        この規程は、令和３年７月２１日からより施行する。 

        この規程は、令和８年３月２３日から施行する。 
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佐賀地方最低賃金審議会専門部会運営規程（案） 

 

〔規程の目的〕 

第１条 佐賀地方最低賃金審議会に設置する佐賀地方最低賃金審議会専門部会（以下「専門部

会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）及び最低賃金審議会

令（昭和 34年政令第 163号）に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 

 

〔構成〕 

第２条 専門部会の委員の数は、９人とする。 

 

〔会議の招集〕 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、佐賀

労働局長又は３人以上の委員から開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

    ２ 前項により佐賀労働局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事

項及び希望期日を、少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知しなければなら

ない。 

    ３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なく

とも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに佐賀労働局長に通

知するものとする。 

 

〔委員の欠席〕 

第４条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部会長に

通知しなければならない。 

    ２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときには、あらかじめ部会長に

通知しなければならない。 

 

〔会議の議事〕 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、部会長に許可を受けるものとす

る。 

   ３ 専門部会は、部会長が必要と認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこ 

とができる。 

 

〔会議の公開〕 

第６条 会議は、原則として公開とする。 

ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個 

人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会

議を非公開とすることができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命じるなど必要な措置を

とることができる。 
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〔議事録及び議事要旨〕 

第７条 会議の議事については、議事録及び議事要旨を作成し、議事録には、部会長及び部会

長の指名した委員２名が確認署名するものとする。 

    ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当

に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録及び会議の資料の一部又は全

部を非公開とすることができる。 

    ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

〔報告〕 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときは、議決書を審議会会長に報告するものと

する。 

 

〔専門部会の廃止〕 

第９条 各専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関する異議の

申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

〔雑則〕 

第 10条 この規程に定めるもののほか、専門部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部会長   

    が定める。 

 

〔規程の改廃〕 

第 11条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

〔附 則〕   この規程は、平成１３年７月３１日からより施行する。 

        この規程は、令和３年７月２１日からより施行する。 

        この規程は、令和８年３月２３日から施行する。 
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（単位：％）

地域別最賃

佐賀県最賃 一般機械 電気機械 陶磁器

最低賃金額 1,030円 - - -

事業所数復元（a） 35.2 4.0 10.7 28.6

労働者数復元（ｂ） 35.1 4.0 12.1 28.3

差（a－b） 0.1 0.0 -1.4 0.3

地域別最賃

佐賀県最賃 一般機械 電気機械 陶磁器

最低賃金額 956円 1,010円 996円 957円

事業所数復元（a） 24.6 4.6 14.3 23.8

労働者数復元（ｂ） 24.3 4.4 12.9 24.2

差（a－b） 0.3 0.2 1.4 -0.4

地域別最賃

佐賀県最賃 一般機械 電気機械 陶磁器

最低賃金額 900円 974円 943円 901円

事業所数復元（a） 19.4 6.6 13.0 19.6

労働者数復元（ｂ） 19.0 6.9 11.3 20.4

差（a－b） 0.4 -0.3 1.7 -0.8

令和５年度
特定最賃（産業別）

最賃改定に係る影響率の比較（復元方法別）

特定最賃（産業別）
令和７年度

令和６年度
特定最賃（産業別）
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基
礎
調
査
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て

①
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元
方
法
を
「
事
業
所
数
」
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場
合
（
奈
良
、
高
知
、
佐
賀
で
採
用
）

復
元
倍
率
＝
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団
事
業
所
数
÷
標
本
事
業
所
数

 ×
当
該
事
業
所
の
労
働
者
数
(※
2
)÷
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該
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業
所
の
有
効
回
答
労
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数
(※
2
)

②
復
元
方
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労
働
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数
」
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働
者
数

 ÷
 標
本
労
働
者
数

【
労
働
者
数
の
復
元
例
】

（
標
本
労
働
者
数
）

事
業
所

番
号

産
業
区
分

有
効
回
答

労
働
者
数

母
集
団

労
働
者

復
元
倍
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復
元
後
の

労
働
者
数

１
製
造
業
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0

9
0

9
0
0
0

1
0
0

4
0
0
0

２
製
造
業

2
0

2
0
0
0

３
製
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業
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0

3
0
0
0

４
鉄
鋼
業
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0
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2
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0
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1
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0

５
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業
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0
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0
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る
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所
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び
労
働
者
数
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※
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基
礎
調
査
で
は
、
労
働
者
数
が

3
0
人
以
上

1
0
0
人
未
満
の
場
合
は

２
分
の
１
、

1
0
0
人
以
上
の
場
合
は
５
分
の
１
を
事
業
所
内
で
選
ん
で

回
答
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
青
の
式
は
そ
れ
を
補
正
す
る
た
め
の
も
の
。

（
※
１
）

（
※
１
）

注
１

基
礎
調
査
の
調
査
対
象
は
、
製
造
業
及
び
情
報
通
信
業
が

1
0
0
人
未
満
、

そ
れ
以
外
の
産
業
分
類
は

3
0
人
未
満
。

注
２

基
礎
調
査
の
対
象
は

1
0
0
人
未
満
で
あ
る
が
、
特
定
最
賃
の
適
用
事
業
場
に
つ
い
て
は
、

調
査
時
の
労
働
者
数
が

1
0
0
人
以
上
い
る
場
合
で
も
回
答
し
集
計
を
行
っ
て
い
る
。
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令和７年８月 26日 

 

 佐賀労働局長 

    城 寿克 殿 

 

佐賀地方最低賃金審議会 

会 長 甲斐 今日子 

 

 

佐賀県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 当審議会は、令和７年７月１４日付け佐労発基 0714 第４号をもって貴職から諮問のあ

った標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおりの結論に達した

ので答申する。 

 今年度の改定額は、県内企業を取り巻く経営環境を踏まえれば、特に中小企業・小規模

事業者の賃金支払能力の点で厳しさを増していることは当審議会としても認識している

ところである。 

 一方で、消費者物価とりわけ食料をはじめとする生活必需品の高騰により、佐賀県最低

賃金額に近い賃金水準の労働者の生活は一層厳しくなっていることが考えられ、セーフテ

ィーネットとしての最低賃金の意義を強く意識して審議し、この結論に達したものである

ことを報告する。 

 また、別紙２のとおり、平成２０年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成２０年度

地域別最低賃金改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較

したところ、令和６年１０月１７日発効の佐賀県最低賃金（時間額９５６円）は令和５年

度の佐賀県の生活保護費を下回っていなかったことを申し添える。 

 なお、中小企業・小規模事業者が事業を継続し、雇用を維持・確保できるよう、収益力

改善や賃上げ原資の確保を図るため、政府等において諸対策の実施・検討を行うこと等 

を当審議会として下記付帯決議する。 

 

記 

 

１ 業務改善助成金等の国及び県の助成金制度についてはその活用について、広く周知に  

取り組むとともに、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者の利用  

が進み、賃金の引上げに結びつくよう、より一層丁寧な対応を図ること。 

 

２ 価格転嫁対策について、他省庁と有機的な連携を図り、中小企業・小規模事業者が賃  

金引上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコスト上昇分の適切 

な転嫁に向けた取組の強化を図ること。 

 

以上 
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（ 佐賀 ）局

１　広報活動実績（入力欄）

自治体数（件） 自治体数（件）

都道府県 1 都道府県 1

市区町村 20 市区町村 20

依頼（件） 掲載（件） 依頼（件） 掲載（件）

（都道府県）地域別最低賃金 1 1 1 1

（都道府県）特定最低賃金 1 1 1 1

（都道府県）業務改善助成金 1 0 1 1

（市区町村）地域別最低賃金 20 10 20 20

（市区町村）特定最低賃金 20 2 20 3

（市区町村）業務改善助成金 20 0 20 9

地域別最低賃金 4 4

特定最低賃金 4 3

業務改善助成金 4 4

地域別最低賃金 6 1

特定最低賃金 6 0

地域別最低賃金 137 9

特定最低賃金 137 0

業務改善助成金 137 4

地域別最低賃金 14 0

特定最低賃金 14 0

地域別最低賃金 356 6

特定最低賃金 356 0

業務改善助成金 356 1

 ⑵新聞、テレビ、ラジオによる広報 依頼の有無 掲載の有無

新聞（全国紙） 0 0

新聞（地方紙） 0 0

テレビ 1 1

ラジオ 0 0

依頼（件） 掲載（件）

8 2

 ⑷①ポスター等による広報（本省作成分） ポスター配付先数 ポスター配付枚数
最低賃金改定

リーフレット等
配付先数

最低賃金リーフレット等
配付数

業務改善助成金リーフレット
配布先数

業務改善助成金リーフレット
配布数

国の行政機関 34 108 34 2521 34 34

地方公共団体 55 195 55 1220 55 55

労働基準協会等 4 12 4 422 4 4

使用者団体又は労働団体 145 172 145 2596 145 145

派遣元事業主 0 0 64 64 64 64

教育機関等(専修学校・高校) 6 6 6 60 6 6

教育機関等(高専・大学) 8 9 8 80 8 8

教育機関等(上記以外) 0 0 0 0 0 0

民営職業紹介所 0 0 83 83 83 83

減額特例許可事業場 0 0 46 46 46 46

過去５年間の最賃重点監督における
違反事業場

0 0 75 75 75 75

その他 356 380 794 4301 794 794

 ⑷②ポスター等による広報（独自作成分） 作成の有無 主体

ポスター 0 -

リーフレット 1 1

その他 1 1

 ⑸労働局ＨＰによる広報 有無

トップ画面への掲載 1

本省HP及び特設サイトとのリンク 1

 ⑹集団指導（局・署）による広報 回数等

回数 62

参加人数 2212

事業場数 1458

令和７年度地域別最低賃金額及び業務改善助成金の周知・広報の実施結果等の報告

 ⑴①広報誌による広報 ⑴②ＨＰによる広報

広報誌の発行数 ＨＰの開設数

広報誌への広報依頼結果 ＨＰへの広報依頼結果
広報誌又はＨＰに

掲載がなされたもの

掲載（件）

1

1

1

20

5

9

労働基準協会等

労働団体

使用者団体

教育機関等

その他

 ⑶求人情報誌による広報

25



（１）　業務改善助成金決定状況

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（２）　令和7年度　業務改善助成金交付決定状況（産業分類）

事業所数 事業所数

Ｍ 45 A 10

Ｅ 28 G 1

Ｐ 36 D 17

Ｉ 40 H 1

Ｎ 8 R 13

L 4 203計

平成27年度 9件 8,483,000

平成28年度 18件 17,433,000

平成29年度 14件 20,363,000

平成30年度 17件 11,510,000

令和7年度　業務改善助成金交付決定実績

令和8年2月末現在

年度 交付決定件数 交付金額

平成31年度 12件 7,414,000

令和2年度 17件 14,493,000

令和3年度 38件 35,923,000

令和4年度 32件 27,144,000

令和5年度 213件 269,500,000

産業分類 産業分類

令和7年度 203件 320,907,000

宿泊業・飲食サービス業 農業・林業

製造業 情報通信業

医療・福祉 建設業

令和6年度 209件 283,210,000

学術研究・専門・技術サービス業

卸売業・小売業 運輸業・郵送業

生活関連サービス業・娯楽業 サービス業・他に分類されないもの
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